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10

21

課長補佐（ＤＸの推進）<兼>

課長補佐（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
・子ども青少年局企画経理課
課長補佐(保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター)
を兼務
・各区保健福祉センター課長
補佐(保健福祉業務オンライン
申請等事務処理センター)を兼
務
・各支所区民福祉課課長補佐
(保健福祉業務オンライン申請
等事務処理センター)を兼務

課長補佐（システム標準化）
・健康福祉局保護課課長補佐
(システム標準化に係る調整)
を兼務
・子ども青少年局企画経理課
課長補佐(情報)を兼務
・子ども青少年局子ども未来
企画課課長補佐(児童福祉シス
テム標準化に係る調整)を兼務

課長補佐（システム標準化に係
る調整）<兼>②

課長補佐（ＤＸの推進）

課長補佐（庶務）

課長補佐（企画）

課長補佐（経理）

健康福祉局
局長

752
総務課
課長
財政局財政部担当課長(資産経
営の推進)を兼務

課長補佐（監査）
子ども青少年局総務課課長補
佐(監査指導)を兼務

課長補佐（監査）

課長補佐（監査）<兼>

監査課
課長
・防災危機管理局担当課長(危
機管理に係る連絡調整)を兼務
・子ども青少年局担当課長(監
査指導)を兼務

課長補佐（調査）
総務局アジア・アジアパラ競
技大会推進課課長補佐(大会準
備・運営に係る連絡調整)を兼
務

課長補佐（監査統括）
子ども青少年局総務課課長補
佐(監査指導)を兼務

職員課
課長

課長補佐（管理）

課長補佐（労務厚生）
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課長補佐（バリアフリー整備に
係る企画調整）②

担当課長（包括的支援の推進に
係る企画調整）
・健康福祉局生活福祉部担当
課長(困窮者支援に係る連絡調
整)を兼務
・環境局事業部担当課長(住居
の不良堆積物対策の推進)を兼
務

地域共生推進課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(ひきこもり支援に係る連絡調
整)を兼務

課長補佐（地域福祉・地域共生
推進）

課長補佐（孤独・孤立対策等の
推進）
健康福祉局健康増進課課長補
佐(ひきこもり支援に係る連絡
調整)を兼務

課長補佐（包括的支援の推進に
係る企画調整）
健康福祉局保護課課長補佐(困
窮者支援に係る連絡調整)を兼
務

担当課長（ＤＸの推進）

担当課長（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
・子ども青少年局担当課長(保
健福祉業務オンライン申請等
事務処理センター)を兼務
・各区保健福祉センター担当
課長(保健福祉業務オンライン
申請等事務処理センター)を兼
務
・各支所担当課長(保健福祉業
務オンライン申請等事務処理
センター)を兼務

地域共生推進部
部長<事取>

課長補佐（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<兼>

担当課長（システム標準化）
・健康福祉局生活福祉部担当
課長(システム標準化に係る調
整)を兼務
・子ども青少年局子ども未来
企画部担当課長(児童福祉シス
テム標準化に係る調整)を兼務

課長補佐（福祉都市推進）<兼>

担当局長
（地域共生社会
推進）
健康福祉局地域
共生推進部長を
事務取扱

296
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73

担当課長（厚生院に係る連絡調
整）<兼>

課長補佐（居宅指定）

課長補佐（居宅指導）

課長補佐（施設指導）

課長補佐（要介護認定）

課長補佐（厚生院に係る連絡調
整）<兼>

課長補佐（施設指定）

担当課長（事業者指定）

課長補佐（給付）

介護保険課
課長

課長補佐（推進）

担当課長（地域包括ケアの推
進）

担当課長（持続可能な敬老パス
制度の構築）

課長補佐（いきいき支援セン
ター・介護予防推進）

課長補佐（持続可能な敬老パス
制度の構築）

課長補佐（栄養指導）
・健康福祉局監査課課長補佐
(監査)を兼務
・健康福祉局障害者支援課課
長補佐(栄養指導)を兼務

担当課長（要介護認定）

課長補佐（企画）

課長補佐（在宅福祉）

課長補佐（地域支援）

担当課長（バリアフリーの推
進）<兼>

担当課長（バリアフリー整備に
係る企画調整）

高齢福祉部
部長

173

課長補佐（保険料）

課長補佐（介護保険システム再
構築等）②

高齢福祉課
課長
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27

担当課長（精神障害者福祉）
<兼>

課長補佐（総合リハビリテー
ションセンターに係る企画調
整）②
健康福祉局医療連携推進課課
長補佐(医療関係施設に係る特
命事項の処理)を兼務

担当課長（障害者差別解消）
健康福祉局地域共生推進部担
当課長(バリアフリーの推進)
を兼務

担当課長（アジアパラ競技大会
に係る障害者施策の調整）<兼>

厚生院
院長

管理課
課長

課長補佐（福祉特別乗車券に係
る企画調整）

課長補佐（難病対策）

課長補佐（障害者差別解消）
健康福祉局地域共生推進課課
長補佐(福祉都市推進)を兼務

課長補佐（アジアパラ競技大会
に係る障害者施策の調整）
<兼>②

課長補佐（企画）

課長補佐（福祉）

課長補佐（介護）②

診療科
部長

60

課長補佐（障害者スポーツに係
る調整）<兼>

課長補佐（管理）

105
障害企画課
課長
子ども青少年局子育て支援部
担当課長(調整)を兼務

課長補佐（施設管理）

課長補佐（福祉）

課長補佐（栄養管理）

担当課長（事業者指導）

障害福祉部
部長
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課長補佐（事業者指定指導統括）

 

5

9

16

所長補佐（支援）

担当課長（精神医療）

精神保健福祉センター
所長
精神保健福祉センター副所長
を兼務

副所長
<兼>

所長補佐（管理）

知的障害者更生相談所
所長

身体障害者更生相談所
所長

課長補佐（就労支援の推進）

担当課長（事業者指導）

課長補佐（指導監査体制に係る
企画調整）

課長補佐（事業者指導）

課長補佐（栄養指導）<兼>

課長補佐（事業者指定）

課長補佐（認定支払）

課長補佐（認定事務の効率化）

課長補佐（障害者の地域生活支
援）

課長補佐（推進）

課長補佐（施設事業）

担当課長（総合リハビリテー
ションセンターに係る企画調
整)
健康福祉局健康部担当課長(医
療関係施設に係る特命事項の
処理)を兼務

障害者支援課
課長

担当課長（障害者の地域生活支
援・就労支援の推進）
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48

41

課長補佐（給付）

課長補佐（保健事業）

課長補佐（資格賦課・システム
基盤）

担当課長（困窮者支援に係る連
絡調整）<兼>

担当課長（保護費等の追加給
付）
・各区福祉部担当課長(保護費
等の追加給付)を兼務
・各支所区民福祉課担当課長
(保護費等の追加給付)を兼務

保険年金課
課長

課長補佐（事務）

課長補佐（困窮者支援に係る連
絡調整）<兼>

課長補佐（保護費等の追加給
付）
・各区民生子ども課課長補佐
(保護費等の追加給付)を兼務
・各支所区民福祉課課長補佐
(保護費等の追加給付)を兼務

担当課長（システム標準化に係
る調整）<兼>

課長補佐（援護事業に係る連絡
調整)<兼>

課長補佐（システム標準化に係
る調整）<兼>

課長補佐（システム標準化）
健康福祉局監査課課長補佐(シ
ステム標準化に係る調整)を兼
務

担当課長（援護事業・保護施
設)

課長補佐（査察指導監査）

課長補佐（医療保護）

課長補佐（援護事業・保護施設）

課長補佐（事務）

課長補佐（保護）

課長補佐（適正実施）
子ども青少年局子ども未来企
画課課長補佐(子ども等の支援
の推進)を兼務

生活福祉部
部長

114 保護課
課長
子ども青少年局子ども未来企
画部担当課長(子ども等の支援
の推進)を兼務
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20

課長補佐（滞納整理）<兼>④

92 23 ※健康福祉局健康部に
所属する職員は、同局
保健所健康部において
同一の名称の職に充て
る。

担当課長（医務指導）

担当部長
（健康危機管理
対応力強化に係
る総合調整）
<兼>

担当課長（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
・健康福祉局健康部担当課長
(新興再興感染症対応に係る調
整)を兼務
・防災危機管理局担当課長(災
害時保健医療体制の強化に係
る調整)を兼務

課長補佐（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
・健康福祉局感染症対策課課
長補佐(新興再興感染症対応に
係る調整)を兼務
・防災危機管理局危機対策課
課長補佐(災害時保健医療体制
の強化に係る調整)を兼務

課長補佐（健康危機管理）<兼>

課長補佐（救急対策等）<併>

課長補佐（地域保健）

課長補佐（看護師確保）

担当局長
（医務）
健康福祉局保健
所長に充てる

285

課長補佐（収納対策）<兼>

課長補佐（福祉医療・ＤＸの推
進）
子ども青少年局企画経理課課
長補佐(ＤＸの推進)を兼務

健康部
部長

保健医療課
課長

課長補佐（地域医療）

課長補佐（医療安全確保）

担当課長（高齢者の保健事業と
介護予防の一体的実施に係る企
画調整）

担当課長（収納対策）

医療福祉課
課長
子ども青少年局担当課長(調
整)を兼務

課長補佐（後期高齢者医療）

課長補佐（収納対策）
健康福祉局医療福祉課課長補
佐（収納対策）を兼務

課長補佐（滞納整理）④
健康福祉局医療福祉課課長補
佐（滞納整理）を兼務
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27

29

課長補佐（精神保健）

課長補佐（いのちの支援)

課長補佐（ひきこもり支援に係
る連絡調整）<兼>

課長補佐（がん対策）

課長補佐（食育推進）

課長補佐（公衆衛生看護）
・健康福祉局保健医療課課長
補佐(健康危機管理)を兼務
・健康福祉局感染症対策課課
長補佐(新興再興感染症対応力
強化に係る調整)を兼務

担当課長（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）<兼>②

健康増進課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・子ども青少年局子育て支援
部担当課長(母子保健)を兼務

課長補佐（推進）

課長補佐（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）<兼>②

担当課長（予防接種）

課長補佐（感染症予防）

課長補佐（感染症予防）
健康福祉局衛生研究所業務課
課長補佐(感染症予防の推進)
を兼務

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る感染症対策）
港区保健福祉センター保健予
防課課長補佐(アジア・アジア
パラ競技大会に係る感染症対
策)を兼務

課長補佐（予防接種）

感染症対策課
課長
健康福祉局健康部担当課長(健
康危機管理)を兼務

課長補佐（感染症対策）

課長補佐（特定感染症等対策）

担当部長
（健康危機管
理）<兼>

担当課長（健康危機管理）
<兼>⑤

担当課長（救急対策等）
<併>
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6

※健康福祉局衛生研究
所に所属する職員は、
同局保健所健康部感染
症対策・調査センター
において同一の名称の
職に充てる。
なお、健康福祉局衛生
研究所業務課長は、感
染症対策・調査セン
ター所長に充てる。

管理課
課長<兼>

課長補佐（管理）

担当局長
（医療政策）
<兼>

担当部長
（医療連携推
進）
総務局担当部長
(市立大学病院)
を兼務

担当課長（ひきこもり支援に係
る連絡調整）<兼>

担当課長（がん対策・食育推進
等）

担当課長（公衆衛生看護）
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・健康福祉局健康部担当課長
(新興再興感染症対応力強化に
係る調整)を兼務

担当課長（精神保健・いのちの
支援）
・健康福祉局障害福祉部担当
課長(精神障害者福祉)を兼務
・環境局事業部担当課長(住居
の不良堆積物対策の推進)を兼
務

担当課長（医療連携に係る特命
事項の処理）
健康福祉局高齢福祉部担当課
長(厚生院に係る連絡調整)を
兼務

衛生研究所
所長

副所長
健康福祉局衛生研究所管理課
長を兼務

課長補佐（医療連携に係る特命
事項の処理）
健康福祉局介護保険課課長補
佐(厚生院に係る連絡調整)を
兼務

担当課長（医療関係施設に係る
特命事項の処理）<兼>②

医療連携推進課
課長
総務局市立大学部担当課長(市
立大学病院)を兼務

課長補佐（医療連携推進）

課長補佐（医療関係施設に係る
特命事項の処理）<兼>④
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6

12

10

8

22

19

※健康福祉局生活衛生
部に所属する職員は、
同局保健所生活衛生部
において同一の名称の
職に充てる。

課長補佐（食品衛生）

課長補佐（営業許可・届出等に
係る企画調整）

担当課長（八事斎場再整備）

食品衛生課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・スポーツ市民局市民生活部
担当課長(安心・安全で快適な
まちづくりの推進)を兼務

課長補佐（衛生指導）

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る環境衛生対策）

課長補佐（環境衛生）

課長補佐（薬務）

課長補佐（八事斎場再整備）

生活衛生部
部長
健康福祉局担当
部長(健康危機
管理)を兼務

133 環境薬務課
課長
・健康福祉局健康部担当課長
(健康危機管理)を兼務
・環境局事業部担当課長(住居
の不良堆積物対策の推進)を兼
務

微生物部
部長

食品部
部長

生活環境部
部長

疫学情報部
部長
健康福祉局衛生研究所担当課
長(精度管理)を兼務

課長補佐（情報管理）

課長補佐（疫学調査）

課長補佐（感染症対策）

課長補佐（感染症予防の推進）
<兼>

担当課長（精度管理）
<兼>

業務課
課長

課長補佐（事業）
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12

26

26

25

担当部長
（健康危機管理
対応力強化に係
る総合調整）
<充>

担当課長（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
<充>

課長補佐（健康危機管理）<充>

課長補佐（救急対策等）<充>

担当課長（医務指導）
<充>

課長補佐（医療安全確保）<充>

課長補佐（地域保健）<充>

課長補佐（災害医療・健康危機
管理対応力強化に係る調整）
<充>

保健所
所長<充>

健康部
部長<充>

保健医療課
課長<充>

課長補佐（地域医療）<充>

所長補佐（指導管理）

所長補佐（監視指導・検査管理）

所長補佐（検査）

所長補佐（愛護企画）

所長補佐（地域相談支援）

食肉衛生検査所
所長

所長補佐（広域監視）

動物愛護センター
所長

所長補佐（管理指導）

食品衛生検査所
所長

所長補佐（検査業務管理）
健康福祉局食品衛生課課長補
佐(検査業務管理)を兼務

所長補佐（監視検査）

八事霊園･斎場管理事務所
所長

所長補佐（斎場）

所長補佐（霊園）

課長補佐（獣医務）

課長補佐（検査業務管理）<兼>

担当課長（動物愛護管理・検査
業務管理）

課長補佐（食の安全対策）
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課長補佐（事業）<充>

管理課
課長<充>

課長補佐（管理）<充>

業務課
課長<充>

担当課長（公衆衛生看護）
<充>

担当課長（精神保健・いのちの
支援）<充>

感染症対策・調査センター
所長<充>

課長補佐（推進）<充>

課長補佐（公衆衛生看護）<充>

課長補佐（精神保健）<充>

課長補佐（感染症対策）<充>

担当課長（予防接種）
<充>

担当課長（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）<充>②

健康増進課
課長<充>

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る感染症対策）
<充>

課長補佐（予防接種）<充>

課長補佐（新興再興感染症対応
力強化に係る調整）<充>②

感染症対策課
課長<充>

課長補佐（感染症対策）<充>

課長補佐（特定感染症等対策）
<充>

課長補佐（感染症予防）<充>②

担当課長（健康危機管理）
<充>⑤

担当課長（救急対策等）
<充>

担当部長
（健康危機管
理）<充>
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所長補佐（指導管理）<充>

所長補佐（監視指導・検査管
理）<充>

所長補佐（検査）<充>

課長補佐（獣医務）<充>

課長補佐（検査業務管理）<充>

担当課長（動物愛護管理・検査
業務管理）<充>

課長補佐（食品衛生）<充>

課長補佐（営業許可・届出等に
係る企画調整）<充>

課長補佐（食の安全対策）<充>

食品衛生課
課長<充>

所長補佐（愛護企画）<充>

所長補佐（地域相談支援）<充>

食肉衛生検査所
所長<充>

所長補佐（広域監視）<充>

動物愛護センター
所長<充>

所長補佐（管理指導）<充>

食品衛生検査所
所長<充>

所長補佐（検査業務管理）<充>

所長補佐（監視検査）<充>

生活衛生部
部長<充>

環境薬務課
課長<充>

課長補佐（衛生指導）<充>

課長補佐（環境衛生）<充>

課長補佐（薬務）<充>

課長補佐（アジア・アジアパラ
競技大会に係る環境衛生対策）
<充>

疫学情報部
部長<充>

課長補佐（情報管理）<充>

課長補佐（疫学調査）<充>

課長補佐（感染症予防の推進）
<充>
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健康安全課
課長<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区を除く。）

環境薬務課
課長<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

課長補佐（営業施設指導）
<充>（南区を除く。）

課長補佐（住居衛生・薬務）
<充>（南区を除く。）

課長補佐（母子保健ＤＸの推進
担当）<充>

担当課長（母子保健）
<充>

副所長
<充>

保健管理課
課長<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

子育て支援課
課長<充>

保健センター
(16)

Ⅱ所長<充>⑪
（東区、西区、
昭和区、守山区
及び緑区を除
く。）

課長補佐（営業薬務）<充>
（南区に限る。）

課長補佐（住居衛生）<充>
（南区に限る。）

課長補佐（食品衛生・動物愛
護）<充>

課長補佐（健康危機管理）<充>

担当課長（健康安全）<充>
（千種区、中村区、中区及び南
区に限る。）

課長補佐（健康危機管理）<充>

課長補佐（企画管理）<充>

課長補佐（食品衛生・動物愛護
等）<充>

課長補佐（大規模施設に係るＨ
ＡＣＣＰ監視等）<充>
（熱田区に限る。）

Ⅲ所長<充>⑤
（東区、西区、
昭和区、守山区
及び緑区に限
る。）

課長補佐（企画管理）<充>

課長補佐（医療安全）<充>

子育て支援部
部長<充>

課長補佐（母子保健）<充>②
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課長補佐（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<充>②

課長補佐（アジア・アジア
パラ競技大会に係る感染症
対策）<充>
（港区に限る。）

担当課長（保健福祉業務オンラ
イン申請等事務処理センター）
<充>

課長補佐（医務）<充>
（東区、西区、昭和区及び守山
区を除く。）

課長補佐（精神保健・健康づく
り）<充>

課長補佐（保健看護）<充>

保健予防課
課長<充>

課長補佐（保健感染症）<充>
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